
資格等

法人名 施設・事業所名 事業種別 番号
区分

（番号が第２の
場合のみ記入）

別紙「相談支援専門員の実
務経験要件」を参照の上、
該当する資格等を記入する
こと。

平成23年4月1日 ～ 平成24年2月20日 　　　 　 年１０ヶ月２０日 191日 社会福祉法人群馬県 居宅介護支援事業所ぐんま 居宅介護 介護等 社会福祉士

平成24年6月13日 ～ 平成27年3月31日 　　　　  ２年９ヶ月１９日 480日 社会福祉法人群馬県 デイサービスセンターぐんま 生活介護 介護等 社会福祉士

令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 　　　　  １年０ヶ月０ 日 100日 社会福祉法人群馬県 相談支援センターぐんま 相談支援 相談

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 　　　　   １年０ヶ月０日 129日 社会福祉法人群馬県 相談支援センターぐんま 相談支援 相談

　　　　年　　月 　  日 ～ 　　　　年　　月 　  日 　　　　年　　ヶ月 　  日 日

　　　　年　　月 　  日 ～ 　　　　年　　月 　  日 　　　　年　　ヶ月 　  日 日

                ５年８ヶ月 900日

上記のとおり相違ありません。

氏　名　
　前橋　花子　　　

第２

通算

実　　務　　経　　験　　通　　算　　表

＊本通算表は受講申込者本人が作成してください。
＊実務経験（見込）証明書の内容を古い順に記入してください。
＊現在の勤務先からの証明がある場合については、令和５年３月３１日まで業務従事期間に算定できます。
＊法定資格等に基づいた業務従事期間がある場合は、「資格等」欄に該当する資格等を記入した上で、資格証書等の写しを提出してください。
＊行が不足する場合は、適宜、行を挿入してください。

業務従事期間（見込含）
業務に従事

した日数

　事　　業　　所　　名　　等
業務の範囲

（別紙「相談支援専門員の実務経
験要件」参照）

【通算業務従事期間の算定方法】

① 業務従事期間を足し上げると５年７ヶ月３９日となる。

②３９日について ３０日を１ヶ月として換算して端数を切り捨てる。

３９日 ⇒ １ヶ月９日 ⇒１ヶ月

③よって通算は「５年８ヶ月」となる。

記載例

受講生本人の氏名を記入してください。

別紙「相談支援専門員の実

務経験要件」の業務の範囲

を参照の上、記入してくだ

さい。

業務の範囲で「第２ 介護等」又

は「第４」を選択した場合、該当

する資格等を記入してください。

※資格証書等の写しを忘れずに

提出してください


